
湖
南
市
特
別
職
の
職
員

で
非
常
勤
の
も
の
の
報

酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

問
　
現
在
、共
通
投
票
所
を

設
置
す
る
予
定
が
な
い
と

聞
く
が
理
由
は
。

答　

費
用
面
で
す
。
現
在

の
投
票
所
28
か
所
に
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
の
高
い
専

用
線
で
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー

タ
共
有
を
行
う
必
要
性
が

あ
り
ま
す
。
初
期
投
資
で

7
2
0
万
円
程
度
、
維
持

経
費
で
年
間
3
0
0
万
円

程
度
が
か
か
り
ま
す
。

問
　
現
行
の
報
酬
と
同
額

と
聞
く
が
現
在
の
報
酬
は

ど
れ
ぐ
ら
い
な
の
か
。

答　

投
票
所
の
管
理
者

は
1
日
1
万
2
6
0
0

円
、
投
票
立
会
人
は
1
日

1
万
7
0
0
円
と
な
り
ま

す
。

問
　
利
便
性
を
考
え
、

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

な
ど
に
期
日
前
投
票
所
を

設
置
す
る
考
え
は
。

答　

市
内
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
付
近
に
市
の
施
設

が
完
成
す
る
予
定
も
あ
る

の
で
考
え
は
あ
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

指
定
管
理
者
の
指
定
に

つ
い
て

問
　
管
理
業
務
に
関
わ
る

収
支
計
画
書
内
で
市
の
歳

入
と
な
る
6
0
0
万
円
の

算
出
根
拠
は
。

答　

指
定
管
理
者
と
し
て

予
定
し
て
い
る
J
A
こ
う

か
の
「
花は
な

野や

果か

市い
ち

」
を
参

考
に
し
、
そ
の
施
設
の
7

割
程
度
の
店
舗
規
模
と
な

る
た
め
、
売
り
上
げ
も
そ

の
7
割
を
想
定
し
算
出
し

て
い
ま
す
。

問
　
市
の
収
入
と
な
る

6
0
0
万
円
が
増
減
す
る

可
能
性
は
あ
る
か
。

答　

管
理
期
間
5
年
間
は

固
定
で
す
。

問
　
議
案
第
56
号
で
は
委

託
販
売
手
数
料
を
上
限

20
％
と
定
め
、
収
支
計
画

書
に
は
15
％
と
記
載
が
あ

る
が
変
動
す
る
の
か
。

答　

施
設
の
経
営
状
況
で

変
動
の
可
能
性
は
あ
り
ま

す
が
、
単
年
度
契
約
で
定

め
て
い
き
ま
す
。

問
　
管
理
者
の
努
力
で
指

定
管
理
者
の
収
益
が
増
え

る
よ
う
配
慮
で
き
て
い
る

か
。

答　

収
益
の
5
割
を
市

に
、
残
り
5
割
を
指
定
管

理
者
の
収
益
に
と
想
定
し

て
い
ま
す
の
で
、
管
理
者

の
努
力
が
収
益
と
な
る
よ

う
配
慮
で
き
て
い
ま
す
。

問
　
施
設
修
繕
が
発
生
し

た
場
合
の
取
り
決
め
は
。

答　

基
本
協
定
内
の
リ
ス

ク
分
担
で
定
め
て
い
ま

す
。
1
0
0
万
円
未
満
の

場
合
は
指
定
管
理
者
で
修

繕
し
、
1
0
0
万
円
以
上

の
場
合
は
市
が
修
繕
を
行

い
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

滋
賀
県
市
町
村
交
通
災

害
共
済
組
合
規
約
の
変

更
に
つ
い
て

問
　
規
約
の
変
更
は
県
下

の
全
19
市
町
で
議
決
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

答　

現
在
、
県
下
全
市
町

の
9
月
議
会
で
上
程
さ
れ

て
い
ま
す
。
全
市
町
の
承

認
後
に
県
知
事
の
許
可
と

な
る
た
め
、
ど
こ
か
の
市

町
で
否
決
さ
れ
た
場
合
は

再
度
上
程
と
な
り
ま
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

湖
南
市
み
ら
い
公
園
湖
南

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

11
月
開
園
の
「
み
ら
い

公
園
湖
南
」
の
設
置
に
関

す
る
必
要
事
項
を
定
め
る

条
例
制
定
に
つ
い
て
審
査

を
し
ま
し
た
。

担
当
職
員
か
ら
は
、
本

施
設
の
活
用
で
観
光
や
地

域
な
ど
の
情
報
発
信
、
地

場
産
品
の
販
売
な
ど
に
よ

り
、
稲
作
偏
重
農
業
か
ら

新
た
な
付
加
価
値
を
生
み

農
業
産
業
の
活
性
化
を
図

る
。
今
回
は
湖
南
市
市
民

産
業
交
流
促
進
施
設
の
み

条
例
の
対
象
で
あ
る
と
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

問
　

利
用
料
金
の
減
額
減

免
と
は
何
を
想
定
し
た
の

か
。

答　

災
害
発
生
な
ど
の
場

合
を
想
定
し
て
い
る
。

問
　
道
の
駅
で
は
な
い
の

か
。

答　

当
該
施
設
の
土
地
は

借
地
で
あ
り
該
当
し
な

い
。

問
　
JA
か
ら
本
市
へ
の

支
所
分
賃
料
の
算
出
基
準

は
。

答　

近
隣
（
水
口
支
所
）

の
賃
料
を
参
考
に
し
た
。

ほ
か
に
は
、
本
市
の
起

爆
剤
と
な
る
こ
と
を
願
う

と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
し

た
。

全
員
賛
成
で
可
決

湖
南
市
水
道
事
業
及
び

下
水
道
事
業
の
設
置
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

湖
南
中
部
処
理
区
関
連

湖
南
市
公
共
下
水
道
事
業

計
画
の
変
更
に
と
も
な

う
、
所
要
の
改
正
に
つ
い

て
の
審
査
を
行
い
ま
し

た
。

上
位
法
の
改
定
に
よ
り
共
通

投
票
所
制
度
が
創
設
さ
れ
た

た
め
、関
連
条
例
の
改
正
で

管
理
者
と
立
会
人
の
報
酬
額

を
定
め
ま
す
。

湖
南
市
み
ら
い
公
園
湖
南
内

に
あ
る
湖
南
市
市
民
産
業
交

流
促
進
施
設「
こ
こ
ぴ
あ
」の

管
理
者
を
J
A
こ
う
か
に
指

定
し
ま
す
。

交
通
災
害
共
済
の
加
入
募
集

の
最
終
年
度
を
平
成
29
年
と

し
、交
通
災
害
共
済
に
関
す

る
事
務
を
平
成
30
年
3
月
31

日
ま
で
と
す
る
規
約
の
改
正

で
す
。
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